
*3 就業支援を担当する職員を対象としたこれらの階層研修については、職場適応
援助者の研修に統合し、シンプルな構成にすることが望ましいとの意見もあった。
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【障害者就業・生活支援センター】
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・ 就労定着支援員や就労支援員は受講必須
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将来的に受講必須を検討
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*1 企業の障害者雇用の担当者が企業在籍型ジョブコーチ養成研修を受講する際の要件としては、基礎的研修または障害者職業生活相談員資格認定講習のいずれかを受講していること。

就業支援実践研修

アセスメント力と課題解決力の向上
発達障害／精神障害／高次脳機能障害 コース
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※１就労定着支援のみ配置
※２就労移行支援のみ配置

○平成30年度までは分野別でサービス管理者研
修を実施。
（平成30年度実績：就労支援分野 6,453人受講
○平成31年4月から本体系に移行
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障害者職業
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障害者就業・生活支援センター

就業支援スキル向上研修

職リハの実践に有効な知識及び
技術の習得

ステップ2
３年以上の
実務経験者

障害者職業
総合センター

職場適応援助者上級研修

ジョブコーチや地域の就労支援人
材へスーパーバイズするための技
術の修得、地域における就労支援
のコーディネート力の向上

ステップ2
一定の実務
経験のある
方

障害者職業総合
センター、大阪セ
ンター

職場適応援助者養成研修

ジョブコーチ支援をする際に必要
な知識・技術の修得
※従前より専門的内容に再整理

ステップ1
ジョブコーチ
を目指す方

総合センター・大阪センター、地域セン
ター
民間の養成研修機関

就労定着支援員
は報酬加算あり

1

要件
なし

就労支援担当者や
人事担当者等

要件なし

※既存の就業支援基礎研修を発展的に再整理雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修（基礎的研修）
障害者雇用・福祉の理念や倫理、雇用・福祉間の移行、企業の理解、就労支援全体の体系・プロセスの理解、就職後の雇用管理・定着支援に関する知識とスキルの付与

ステップ0
初めて就労支援に携わる方

全国の地域障害者職業センター、一定の要件に基づく民間機関 ※既存の就業支援基礎研修を発展的に拡充

・自治体等の
就労支援機関
・医療機関
・教育機関
・職業安定機関
・能力開発機関
・企業

*2将来的に職場適応援助者の

資格化を目指すことが望ましい
との意見もあった。

*4 就労系障害福祉サービスに携
わるサービス管理責任者について
は、就労支援に係る専門性向上の
方法を検討

*5 就労支援を行う支援者の呼称を統一化して周知し、ブランディングを図るべきといった意見もあった。

※図内の赤字部分が、今後、新規・拡充を検討する部分となる。

今後の専門人材の研修体系イメージ図（案） 資料２


